
 
 

地方からの提案個票 
＜各府省第２次回答まで＞ 

 
通番  ヒアリング事項 個票のページ 

17 へき地等の公立病院が医療従事者の派遣を受けることを可能とする見直し １～３ 

18 へき地における同一開設者の病院間での転院に関する取扱いの見直し ４～７ 

10 医療的ケア児に対する訪問看護の適用範囲の拡大 ８～15 

22 
地域未来投資促進法又は農村産業法に基づく工業団地等の拡張に係る運用の弾

力化 
16～19 

42 狂犬病予防法に基づく犬の登録原簿の管理の見直し 20～28 
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令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府、文部科学省、厚生労働省 第２次回答 

 

管理番号 8 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

医療的ケア児に対する訪問看護の適用範囲の拡大 

 

提案団体 

富山市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、文部科学省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

健康保険法の訪問看護の適用範囲について、必要に応じて「居宅」以外の保育所や学校等を訪問先として認め

る。 

 

具体的な支障事例 

医療的ケア児の受け入れに関する相談は、年々増加しているが、看護師を配置し、かつ医療的ケアに対応でき

る施設は少ない。 

当市の保育所等では、主治医の「保育所等での集団生活が可能」の判断があれば、受け入れ可能である。しか

し看護師配置等の条件に対応することが困難な状況から、保護者が付き添い、医療的ケアを行っているケース

があり、保護者の負担が大きい。 

医療的ケア児の保護者が就労を希望しても、医療的ケアがあるため保育所等に預けることが難しく、職場復帰

できない等、保護者の就労に影響があるところ、保育所等での医療的ケアに対する訪問看護の利用について

は、健康保険法上、訪問先が「居宅」に限定されていることから、実質的にその利用が制限されている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

医療的ケア児の受入が促進され、多様な需要に対応できる。 

医療的ケア児の保護者の負担を軽減し、働きやすくすることができる。 

 

根拠法令等 

健康保険法第 63 条、第 88 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

足利市、船橋市、横浜市、相模原市、加賀市、須坂市、豊橋市、豊田市、京都市、南あわじ市、鳥取県、米子

市、山陽小野田市、八幡浜市、佐世保市、大分県、宮崎県、宮崎市 

 

○医療的ケア児の居宅における看護は、訪問看護の看護師によるケアが定着しており、医療的ケア児の保護

者との信頼関係が構築できている場合も多い。また、医療的ケア児の状態もさまざまであることから、居宅、保

育所等の場所に関係なく、状況を把握した看護師を派遣できる制度への改正が必要である。 

○当市でも看護師が確保できず、酸素吸入が必要な医療的ケア児の保育園での受入れを断念した経過がある

ことから、保育園への訪問看護が適用されれば医療的ケア児の受入れを広げることが可能となり、児童の集団

保育の機会確保に資すると考える。 
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○当市でも医療的ケア児が保育所入所が出来なかった事例がある。医療的ケア児を担当することになる保育士

の不安はかなり大きい。また、看護職の確保も難しい状況であるため、どのくらい保育士や保護者の不安が軽

減されるか分からないが、訪問看護ステーションの看護師による訪問看護が保育所で受けられるようになると医

療的ケア児の集団参加の機会の確保ができると思われる。 

○現在、医療的ケアに当たる保育所常勤の看護師が不在時の対応として、保育所への訪問看護を実施してい

るが、健康保険法上、保育所での訪問看護が認められていないため、市の単独事業により、全額市が費用負担

をして訪問看護の利用をしている。健康保険法における訪問看護の適用範囲を拡大し、保育所での訪問看護を

可能とすべきである。 

○当市においては、提案団体同様の課題に対して、障害福祉部門において、「施設」在籍児童を対象に訪問看

護師派遣事業を実施しており、全額公費負担している。保育対策総合支援事業費補助金の対象ではあるが、健

康保険対象でないため、事業費の負担が大きく、予算確保に困難がある。保険対象となれば、支援対象の医療

的ケア児数を拡大することができる。 

○当市においても、医療的ケア児に対する看護師を配置している施設はなく、保護者が付き添うケースが見ら

れ、保護者の負担が大きい。保険適用の範囲が拡大されれば、訪問看護を施設で利用することもでき、医療的

ケア児の受入施設数も増えると考えられる。 

○当市においても医療的ケアを必要とする入園ニーズは高まっているが、園に常駐する看護師は不足してお

り、早朝・延長の対応も課題となっている。そのため、園への訪問看護は必要と考える。 

○医療的ケア児に対応できる施設は、当県でも少ない状況にあり、訪問看護ステーションの適用範囲の拡大

は、医療的ケア児の受入促進につながるものと思料される。 

○支障事例:本来なら酸素吸入が必要な児であるが、園ではなんとか酸素なしで過ごしている。そのため児は活

動を制限をしたり、保育士も体調に十分に配慮しながら園生活を送っているが、万が一の事態について保育士

は常に不安を伴っている。また嚥下障がいで鼻腔からチューブで栄養摂取している児は毎回保護者が来園して

対応しており、保護者の負担が大きい。 

地域課題:医療的ケア児におけるニーズの把握 

制度改正の必要性等:医療的ケア児に対して、保育・教育の機会を保証するために、訪問看護の訪問先につい

て「保育所等」も対象とする必要がある。 

○現在、医療的ケア児の受入れがない状況であるが、提案の改正が行われれば、保育所等での受入れ促進が

期待される。それにより、医療的ケア児の選択肢や保護者の就労機会の拡大につながるため、所要の改正が

必要である。 

○当市では、18 歳以上の対象者も含め、医療的ケア児・者等として運用している。その中で、医療的ケア児・者

等の在宅生活を支援するうえで、訪問看護の適用範囲の拡大を実施する必要があると考えている。 

○児童発達支援や放課後等デイサービスでは、看護師を配置することに対する加算制度があるが、看護師の

確保が難しいだけでなく医療行為に対する責任やリスクなどから、多くの事業所で配置が進んでいない状況であ

る。訪問看護先に保育所や学校のほか、障害児通所支援事業所を認めることで、医療的ケア児とその保護者

が望む地域・事業所において主治医の指示書のもと、日頃から医療行為を行っている看護師による医療的ケア

を受けることが可能となる。 

○訪問看護が居宅に限られており、保育所等への訪問ができないことにより、近隣の医院に医療的ケアの必要

な児童をつれて行き、処置をしている。 

○当県医ケア協議会において、保育所等での医療的ケアのニーズに対応するため訪問看護師の活用につい

て、意見が出されている。 

○訪問看護サービスを自宅で利用する場合は、医療保険が適用されるが、保育所等で利用する場合は適用さ

れず、保護者の負担に繋がっている。（全額自費での対応となっている。） 

○提案市が具体的な支障事例として指摘している問題点は、当県においてもそのまま当てはまる。現状、保護

者の要望等に応じ、その時々に関係機関で体制を含めた調整をしており体制の継続ができていない。（現状は、

保護者が保育所・幼稚園にて医療的ケアを行っている。）なお、当該自治体が予算を組み保育・教育機関で訪

問看護ステーションからの訪問看護を利用する事業を検討中の事例あり。 

○提案自治体と同様の状況であり、対応に苦慮している。人材が不足する中、看護師の配置も現実的に困難で

あるため、訪問看護の仕組みや制度の活用を検討していただきたい。 

 

各府省からの第１次回答 

保育所等における医療的ケア児の受け入れ体制の整備等の方策の在り方については、現在行っているモデル

事業等の状況を踏まえて、検討することが必要であると考える。 

具体的には、医療的ケア児が保育所等へ通うことを支援するために、例えば保育所においては「医療的ケア児

通番10

9



保育支援モデル事業」により保育所等における看護師の配置を推進しているところであり、学校においては「教

育支援体制整備事業費補助金（切れ目ない支援体制整備充実事業）」により小・中学校への看護師配置や幼稚

園の巡回に要する経費の一部を補助している。医療的ケア児の支援については、保育所等への受入れも含

め、医療、福祉、障害、教育等の分野が一体的に検討を行う必要があることから、文部科学省及び厚生労働省

の関係部局により構成される「教育・福祉の連携・協力推進協議会」の下に「医療的ケア児への支援における多

分野の連携強化 WG」を設置し検討を進めているところである。保育所等における医療的ケア児の支援の適切

な在り方についても、現行の支援策を含め、引き続き当該 WG において議論を深めてまいりたい。 

なお、我が国の公的医療保険制度は、被保険者の疾病又は負傷に対する治療を保険給付の対象としており、

訪問看護については、疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって主治医が

訪問看護の必要性を認めたものが給付の対象であることから、居宅以外の場所における医療的ケアを公的医

療保険制度の給付対象とすることは健康保険法等の想定するところではない。 

特に、医療保険の対象である居宅における訪問看護は、１回の訪問につき 30 分から１時間 30 分程度を標準と

し、原則週３日を限度として、１対１の個別のサービスを提供するものである。これと保育所等で児の状態に合わ

せて行う医療的ケアの実施については、サービス提供の目的、提供に係る時間や費用、提供する場の状況、提

供者の担うべき役割といった観点から訪問看護になじむのかといった課題がある。さらに、同時に当該保育所等

に在籍する複数の児への対応が求められる場合には、１対１の個別のサービスを提供する訪問看護の性格に

なじまず、医療保険給付の安全かつ効率的な実施に資さないと考えられる。 

さらに、保険者等の大きな財政負担や児の保護者の新たな財政負担を伴うものであることから、医療保険の訪

問看護の給付範囲の拡大を前提とすることは困難である。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

保育所等における医療的ケア児の受入促進のため、看護師の配置など受入体制の整備を図る「医療的ケア児

保育支援モデル事業」「教育支援体制整備事業」については、人材確保の難しさから、なかなか事業の着手に

至らないのが実情である。 

本市では、保護者が施設に出向いてスポット的な医療的ケアを行うなどのサポートが出来れば、受入れが可能

となるケースもあることから、こうした場合に訪問看護が活用できれば、児童の症状や性格等に精通した看護師

が派遣されることで、保護者の負担が軽減されるとともに、施設においても安心感も高まり、受入れに向けての

第一歩が踏み出せるものと考えている。 

国のモデル事業等の導入にあたり、看護師を採用するまでの一定期間、訪問看護を活用できれば、受入れ体

制の進捗に応じて柔軟な対応が可能になる。 

本市では、医療的ケア児の受入実績を増やし、ノウハウを蓄積していくことが重要であると考えており、今年度、

保育所に訪問看護の看護師を派遣し、一時的に入園生活を体験する事業を予定している。訪問看護には施設

看護師への技術指導等、様々な活用の可能性があり、児童が保育所等から小学校に進学した場合でも、同じ

訪問看護師にケアを依頼することにより、義務教育課程への移行が円滑になるものと期待している。 

また、モデル事業を実施するためには、訪問看護の診療報酬相当額を各自治体で予算計上する必要があるほ

か、自治体ごとの契約に基づいてサービスが提供されることとなり、サービス内容に地域格差が生じる恐れがあ

る。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

【横浜市】 

医療的ケア児者の保育所等の利用にあたっては、保護者の付き添いが必要であったり、保護者の全額自己負

担による訪問看護の利用などがあったりすることから、保護者の負担が大きい。検討を進め、議論を深めていく

とのことだが、喫緊の課題として早急な対応が必要であると考えている。 

【京都市】 

以下のことから、必要に応じて、健康保険法の訪問看護の適用範囲について、「居宅」以外の保育所等を訪問

先として認めるべきと考える。 

・児童福祉法で医療的ケア児への保育提供体制が義務付けられている中で、被保険者の疾病又は負傷に対す

る治療のためであれば、訪問看護の対象を拡大しても、公的医療保険制度の趣旨を損なわない。 

・児童福祉法改正の趣旨から、医療的ケア児への保育提供体制を広く構築し、安定的運営が行える環境を整備

していく必要がある。 

・訪問看護の適用範囲が拡大され、医療的ケア児が保育所等を利用できることで、保護者の就労が可能にな

り、保護者の経済的な負担は軽減される。 

・訪問看護サービスを保育時間全てで利用するのではなく、医療的ケアが必要な時間帯だけ、医療保険の対象
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である居宅における訪問看護と同程度のサービス内容（例えば、経管栄養が必要な時間だけ利用する場合、１

回の訪問につき、30 分から１時間 30 分程度、１対１での個別サービスの利用）でも対応は可能である。 

【宮崎市】 

保育所等における医療的ケア児の支援の適切な在り方について、国における「医療的ケア児への支援における

多分野の連携強化ＷＧ」における議論を注視していく。 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。 

 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

〇「医療的ケア児保育支援モデル事業」等の現行施策の枠組みでは保育所や学校等での医療的ケア児の受入

れ体制を十分に整備できない旨が提案団体から示されていることを踏まえ、保護者のニーズや地域の事情に合

わせた受入れ体制を整備するため、保育所や学校等への訪問看護を公的医療保険制度の給付対象とすべき

ではないか。 

〇１次ヒアリングでは、提案を実現しようとすると訪問看護に関する公的医療保険制度の給付の範囲が際限なく

拡大するのではないか、大きな財政負担を伴うものであり保険者等の理解を得られないのではないかといった

懸念が示されたところであるが、かかる懸念をどうすれば解消できるかについても検討すべきではないか。 

 

各府省からの第２次回答 

医療的ケア児の支援については、医療機関や在宅での治療に係る支援は公的医療保険制度において、保育所

（認定こども園を含む）や学校における支援は各制度の予算事業において対応を行っている。 

保育所や学校においては「医療的ケア児保育支援モデル事業」や「教育支援体制整備事業費補助金（切れ目な

い支援体制整備充実事業）」によって、看護師の配置に対する補助を行っており、保育所や学校における医療

的ケアのための看護師の派遣を訪問看護ステーションに委託する場合であっても、同じように補助の対象として

いるところである。これらの事業により、看護師の常時配置が必要な場合や、訪問看護ステーションの看護師に

よる短時間の対応が適切な場合等、児の医療的ニーズに合わせた柔軟な対応が可能であり、各自治体の状況

に応じてご活用いただいていると認識している。 

さらに、福祉分野においては、地方自治体の体制整備を行い、医療的ケア児の地域生活支援の向上を図ること

を目的とした「医療的ケア児等総合支援事業」による補助も行っている。平成 30 年度の障害者総合支援法及び

児童福祉法の改正により、市町村における障害児福祉計画の策定が義務付けられたところであり、各自治体に

おける医療的ケア児の受入れが促進されるよう、当該事業を活用した総合的な支援が可能となっている。 

すでにこれらの事業による補助を行い、医療保険の給付対象とは重複のないよう制度設計を行っていることか

ら、仮にご提案どおり保育所や学校への訪問看護を医療保険の給付対象とするには、保育所や学校において

医療的ケアを受けるに当たって、 

・既存の事業では支払いの必要がなかった利用者及び保険者からの理解を得ること 

・既存の事業の廃止を含めた整理を行うこと 

・現行の医療保険給付の対象となる訪問看護と、保育所や学校における訪問看護との性質の違いを加味した上

での全国統一的な報酬体系の検討 

といった課題が考えられる。 

また、今回のご提案の背景には、現行の事業の活用上の課題があるものと考える。このため、医療保険制度で

対応するかも含め、関係者のご意見も伺いながら、令和２年度中を目途に「医療的ケア児への支援における多

分野の連携強化ＷＧ」において課題を整理した上で、対応を検討してまいりたい。 
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令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府、文部科学省、厚生労働省 第２次回答 

 

管理番号 48 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

医療的ケア児に対する訪問看護サービスの利用範囲拡大 

 

提案団体 

福井市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、文部科学省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

健康保険法の訪問看護の適用範囲について、必要に応じて「居宅」以外の保育所等を訪問先として認める。 

 

具体的な支障事例 

医療的ケア児の受入れに関する相談は、年々増加しているが、看護師を配置し、かつ医療的ケアに対応するこ

とは、看護師の確保や予算の関係上難しい。 

健康保険法上、訪問看護サービスにおける看護師の訪問先は「居宅」に限定されており、保育所等への訪問に

は適用されないため、実質的にその利用が制限され、保育士等だけでの対応に限界がある中、医療的ケア児

の受入れが進まず苦慮している。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

医療的ケア児の受入体制が強化できる。 

 

根拠法令等 

健康保険法第 63 条、第 88 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

足利市、船橋市、横浜市、相模原市、加賀市、須坂市、豊橋市、豊田市、京都市、南あわじ市、橿原市、鳥取

県、米子市、八幡浜市、佐世保市、大分県、宮崎県 

 

○医療的ケア児の居宅における看護は、訪問看護の看護師によるケアが定着しており、医療的ケア児の保護

者との信頼関係が構築できている場合も多い。また、医療的ケア児の状態もさまざまであることから、居宅、保

育所等の場所に関係なく、状況を把握した看護師を派遣できる制度への改正が必要である。 

○当市でも看護師が確保できず、酸素吸入が必要な医療的ケア児の保育園での受入れを断念した経過がある

ことから、保育園への訪問看護が適用されれば医療的ケア児の受入れを広げることが可能となり、児童の集団

保育の機会確保に資すると考える。 

○当市においては、提案団体同様の課題に対して、障害福祉部門において、「施設」在籍児童を対象に訪問看

護師派遣事業を実施しており、全額公費負担している。保育対策総合支援事業費補助金の対象ではあるが、健

康保険対象でないため、事業費の負担が大きく、予算確保に困難がある。保険対象となれば、支援対象の医療

的ケア児数を拡大することができる。 

○入所施設が保険適用の範囲外であることから、保護者がケアに出向くことで入園しているが、保護者の負担
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が大きい。 

○小中学校での医療的ケア児の受入れに関する相談は年々増加しているが、看護師を配置し、かつ医療的ケ

アに対応することは、看護師の確保や予算の関係上、保護者の要望にすべて応えることが困難な状況である。

健康保険法上、訪問看護サービスにおける看護師の訪問先は「居宅」に限定されており、学校等への訪問には

適用されないため、実質的にその利用が制限されている。そのため、教員等だけでの対応ができない事例でな

おかつ看護の中でも専門的スキルが必要とされる事例（人工呼吸器装着時の吸引等）については、市独自で訪

問看護ステーションと契約を結び対応してはいるが、国の補助事業は費用の３分の１のみの補助であり、市の

負担が大きい。 

○当市においても医療的ケアを必要とする入園ニーズは高まっているが、園に常駐する看護師は不足してお

り、早朝・延長の対応も課題となっている。そのため、園への訪問看護は必要と考える。 

○医療的ケア児に対応できる施設は、当県でも少ない状況にあり、訪問看護ステーションの適用範囲の拡大

は、医療的ケア児の受入促進につながるものと思料される。 

○当市では、18 歳以上の対象者も含め、医療的ケア児・者等として運用している。その中で、医療的ケア児・者

等の在宅生活を支援するうえで、訪問看護の適用範囲の拡大を実施する必要があると考えている。 

○児童発達支援や放課後等デイサービスでは、看護師を配置することに対する加算制度があるが、看護師の

確保が難しいだけでなく医療行為に対する責任やリスクなどから、多くの事業所で配置が進んでいない状況であ

る。訪問看護先に保育所や学校のほか、障害児通所支援事業所を認めることで、医療的ケア児とその保護者

が望む地域・事業所において主治医の指示書のもと、日頃から医療行為を行っている看護師による医療的ケア

を受けることが可能となる。 

○訪問看護が居宅に限られており、保育所等への訪問ができないことにより、近隣の医院に医療的ケアの必要

な児童をつれて行き、処置をしている。 

○当県医ケア協議会において、保育所等での医療的ケアのニーズに対応するため訪問看護師の活用につい

て、意見が出されている。 

○訪問看護サービスを自宅で利用する場合は、医療保険が適用されるが、保育所等で利用する場合は適用さ

れず、保護者の負担に繋がっている。（全額自費での対応となっている。） 

○提案市が具体的な支障事例として指摘している問題点は、本県においてもそのまま当てはまる。現状、保護

者の要望等に応じ、その時々に関係機関で体制を含めた調整をしており体制の継続ができていない。（現状は、

保護者が保育所・幼稚園にて医療的ケアを行っている。）なお、当該自治体が予算を組み保育・教育機関で訪

問看護ステーションからの訪問看護を利用する事業を検討中の事例あり。 

 

各府省からの第１次回答 

保育所等における医療的ケア児の受け入れ体制の整備等の方策の在り方については、現在行っているモデル

事業等の状況を踏まえて、検討することが必要であると考える。 

具体的には、医療的ケア児が保育所等へ通うことを支援するために、例えば保育所においては「医療的ケア児

保育支援モデル事業」により保育所等における看護師の配置を推進しているところであり、学校においては「教

育支援体制整備事業費補助金（切れ目ない支援体制整備充実事業）」により小・中学校への看護師配置や幼稚

園の巡回に要する経費の一部を補助している。医療的ケア児の支援については、保育所等への受入れも含

め、医療、福祉、障害、教育等の分野が一体的に検討を行う必要があることから、文部科学省及び厚生労働省

の関係部局により構成される「教育・福祉の連携・協力推進協議会」の下に「医療的ケア児への支援における多

分野の連携強化 WG」を設置し検討を進めているところである。保育所等における医療的ケア児の支援の適切

な在り方についても、現行の支援策を含め、引き続き当該 WG において議論を深めてまいりたい。 

なお、我が国の公的医療保険制度は、被保険者の疾病又は負傷に対する治療を保険給付の対象としており、

訪問看護については、疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって主治医が

訪問看護の必要性を認めたものが給付の対象であることから、居宅以外の場所における医療的ケアを公的医

療保険制度の給付対象とすることは健康保険法等の想定するところではない。 

特に、医療保険の対象である居宅における訪問看護は、１回の訪問につき 30 分から１時間 30 分程度を標準と

し、原則週３日を限度として、１対１の個別のサービスを提供するものである。これと保育所等で児の状態に合わ

せて行う医療的ケアの実施については、サービス提供の目的、提供に係る時間や費用、提供する場の状況、提

供者の担うべき役割といった観点から訪問看護になじむのかといった課題がある。さらに、同時に当該保育所等

に在籍する複数の児への対応が求められる場合には、１対１の個別のサービスを提供する訪問看護の性格に

なじまず、医療保険給付の安全かつ効率的な実施に資さないと考えられる。 

さらに、保険者等の大きな財政負担や児の保護者の新たな財政負担を伴うものであることから、医療保険の訪

問看護の給付範囲の拡大を前提とすることは困難である。 
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各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

当市提案の趣旨は、モデル事業等自体を訪問看護に置き換えることにあるのではなく、医療的ケア児の居宅に

おける看護として訪問看護によるケアが定着しているという現状を踏まえ、既に居宅において利用している訪問

看護であればその児が必要とする医療的ケアに精通しており、また、保護者との信頼関係も構築されているた

め、適正な医療的ケアがスムーズに実施されるといった有利な面があることから、保育所等での継続利用を保

護者の選択肢の一つとして加えることにある。 

また、その結果、看護師を確保できるまでのつなぎの期間の利用や、食事など医療的ケアが必要とされる時間

帯のみの利用など、多様なニーズに柔軟に対応できる体制を構築できるようにもなる。 

健康保険法が国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としてしていること、また、児童福祉法第

56 条の６第２項が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を受けられ

るよう（略）必要な措置を講ずるように努めなければならない、としていることに鑑みると、主治医により集団保育

が可能とされ、かつ訪問看護の必要性が認められたのであれば、その提供場所を居宅以外にまで拡大し、集団

保育を経験する機会を高めることは必要であると考える。 

当市としては、保育所等へ適用範囲の拡大を求めているが、サービスの利用を無制限に可能とすることまで求

めているわけではない。 

具体的には、常時見守り等が必要な酸素管理での利用ではなく、経管栄養など、１回の訪問が１、２時間程度に

限られる医療的ケアでの利用で、医療的ケア児ごとにそれぞれの保護者とサービス提供事業所とが１対１で契

約を締結した上での利用を想定している。 

したがって、本提案が実現した場合でも、保育所等の環境や児の状態に合わせた適切な医療的ケアが実施さ

れるものと考える。 

また、保険者等の財政負担については、上記の児童福祉法第 56 条の６第２項の趣旨に鑑みると、利用時間の

制限など一定の制約を設けた上での財政負担の拡大は必要なものと考える。そして、保護者の新たな財政負担

については、本提案は、負担が増えたとしても集団保育を経験させたい、という保護者のニーズに応えるものと

考える。なお、過去には、母親が急死したため、やむを得ず個人契約によって保育所等において訪問看護を利

用したケースがあったが、こうしたケースの場合には、むしろ保護者にとって経済的負担の軽減につながることと

なる。 

当市としては、保護者がいくつかある選択肢の中から、経済的負担、身体的負担あるいは精神的負担とメリット

とを比較衡量した上で、ベストのものを選択することができるような環境を整えることが重要であると考える。 

以上のことからも是非とも前向きに検討いただきたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

【横浜市】 

医療的ケア児者の保育所等の利用にあたっては、保護者の付き添いが必要であったり、保護者の全額自己負

担による訪問看護の利用などがあったりすることから、保護者の負担が大きい。検討を進め、議論を深めていく

とのことだが、喫緊の課題として早急な対応が必要であると考えている。 

【橿原市（別紙あり）】 

訪問看護の訪問時間が 90 分以内であるから、対応できないとは言えない。訪問看護を複数組み合わせること

で、学校生活を支えることも可能。 

教員資格のない看護師は医療的ケアしかできないため、他児童生徒、クラス運営、看護師自身の手持ち無沙汰

な状況等様々な影響がでる。影響を無くすには、必要なときのみ訪問看護を活用するのが妥当。 

また、市町村で看護師を１名雇用の場合、労働基準法に定められた休憩を取ることが困難で、別途１名、休憩を

とるために雇う必要がある。１時間のケアだけのために、専門性が高く重責な看護をする人材確保は実質困難

で、実際、１名の看護師が休憩なく働かざるをえない。これが、現在の市町村での医療的ケアでの課題。 

そもそも人工呼吸器の管理及び吸引は専門性が高く、看護師全員ができるような行為でない。このことを踏まえ

ると、該当児童生徒ほぼ全員が、医師の指示のもと、就学前はどこかの訪問看護を利用しているため、技術が

確立され安全性が高く、保護者との信頼関係もある訪問看護の活用が、学校現場での安全策。 

現行、訪問看護は医療保険適応が居宅利用のみであるため、市町村が全額自費負担で訪問看護と契約を実

施。教育支援体制整備事業費補助金では３分の１の補助しかなく、市町村の財政負担は大きい。 

障害者差別解消法により、保護者の付き添いなしに医療的ケア児が学校生活を実施できる権利を保障しなけれ

ばならないことも踏まえ、日常生活の場の一部に学校があるため、日常生活に医療的ケアが必要であると主治

医が認め指示書がでる場合、学校・幼稚園等、訪問場所を問わず訪問看護を医療保険適応することが障害者

の権利を維持するためにも必要。 
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全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。 

 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

〇「医療的ケア児保育支援モデル事業」等の現行施策の枠組みでは保育所や学校等での医療的ケア児の受入

れ体制を十分に整備できない旨が提案団体から示されていることを踏まえ、保護者のニーズや地域の事情に合

わせた受入れ体制を整備するため、保育所や学校等への訪問看護を公的医療保険制度の給付対象とすべき

ではないか。 

〇１次ヒアリングでは、提案を実現しようとすると訪問看護に関する公的医療保険制度の給付の範囲が際限なく

拡大するのではないか、大きな財政負担を伴うものであり保険者等の理解を得られないのではないかといった

懸念が示されたところであるが、かかる懸念をどうすれば解消できるかについても検討すべきではないか。 

 

各府省からの第２次回答 

医療的ケア児の支援については、医療機関や在宅での治療に係る支援は公的医療保険制度において、保育所

（認定こども園を含む）や学校における支援は各制度の予算事業において対応を行っている。 

保育所や学校においては「医療的ケア児保育支援モデル事業」や「教育支援体制整備事業費補助金（切れ目な

い支援体制整備充実事業）」によって、看護師の配置に対する補助を行っており、保育所や学校における医療

的ケアのための看護師の派遣を訪問看護ステーションに委託する場合であっても、同じように補助の対象として

いるところである。これらの事業により、看護師の常時配置が必要な場合や、訪問看護ステーションの看護師に

よる短時間の対応が適切な場合等、児の医療的ニーズに合わせた柔軟な対応が可能であり、各自治体の状況

に応じてご活用いただいていると認識している。 

さらに、福祉分野においては、地方自治体の体制整備を行い、医療的ケア児の地域生活支援の向上を図ること

を目的とした「医療的ケア児等総合支援事業」による補助も行っている。平成 30 年度の障害者総合支援法及び

児童福祉法の改正により、市町村における障害児福祉計画の策定が義務付けられたところであり、各自治体に

おける医療的ケア児の受入れが促進されるよう、当該事業を活用した総合的な支援が可能となっている。 

すでにこれらの事業による補助を行い、医療保険の給付対象とは重複のないよう制度設計を行っていることか

ら、仮にご提案どおり保育所や学校への訪問看護を医療保険の給付対象とするには、保育所や学校において

医療的ケアを受けるに当たって、 

・既存の事業では支払いの必要がなかった利用者及び保険者からの理解を得ること 

・既存の事業の廃止を含めた整理を行うこと 

・現行の医療保険給付の対象となる訪問看護と、保育所や学校における訪問看護との性質の違いを加味した上

での全国統一的な報酬体系の検討 

といった課題が考えられる。 

また、今回のご提案の背景には、現行の事業の活用上の課題があるものと考える。このため、医療保険制度で

対応するかも含め、関係者のご意見も伺いながら、令和２年度中を目途に「医療的ケア児への支援における多

分野の連携強化ＷＧ」において課題を整理した上で、対応を検討してまいりたい。 

なお、共同提案自治体より医療的ケア児の支援に対する自治体の負担軽減に関する言及があったが、医療保

険制度は保険料と公費と利用者負担から成り立っており、たとえ自治体が利用者分を負担したとしても、自治体

の負担を保険料に転嫁することになるということを念頭に置く必要がある。また、学校に医療的ケアのための看

護師を配置する際の自治体分の経費については地方財政措置が講じられているところであり、さらに、これまで

巡回のみとしていた幼稚園に対しても医療的ケアのための看護師が配置できるよう令和２年度概算要求を行っ

たところである。 
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令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 

農林水産省、経済産業省 第２次回答 

管理番号 187 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 農業・農地 

提案事項（事項名） 

地域未来投資促進法等に基づく計画を作成して工業団地等を拡張する場合の農用地区域からの除外における

弾力的な運用 

提案団体 

兵庫県、京都府、神戸市、加東市、和歌山県、鳥取県、徳島県 

制度の所管･関係府省 

農林水産省、経済産業省 

求める措置の具体的内容 

地域未来投資促進法または農村産業法に基づく計画を作成して工業団地や工場に隣接する農用地で拡張を行

う場合に限り、当該法律の基本方針①農用地区域外での開発を優先する条件については、地域にもたらされる

経済波及効果や地域全体の農地の確保状況等を踏まえた都道府県知事の判断により適用除外できる旨の規

定を追加すること。 

具体的な支障事例 

【現状】 

平成 29 年７月、地域経済を牽引する産業の立地・導入を促進し、地域創生を推進するため、地域未来投資促

進法及び農村産業法が施行された。 

しかし、地域未来投資促進法または農村産業法に基づく計画を作成して、工業団地や工場を拡張しようとして

も、拡張予定地が農業振興地域内農用地区域の場合は、当該法律の基本方針に定める農用地等の利用調整

に必要な以下の条件を満たす必要がある。 

①農用地区域外での開発を優先すること

②周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないようにすること

③面積規模が最小限であること

④面的整備を実施して８年経過していない農地を含めないこと

⑤農地中間管理機構関連事業の取組に支障が生じないようにすること

【支障事例】

当該法律の基本方針に定める農用地等の利用調整に必要な条件は、農振法第 13 条第２項で規定されている

農用地区域からの除外の５要件とほぼ同様であることから農用地区域からの除外が困難であり、地域の企業立

地ニーズに対応した土地利用ができていない。特に農用地区域外での開発を優先することの条件が一律に適

用されており、工業団地の拡張時の支障事例となっている。

加東市は工業団地の隣接地に拡張を計画し、予定地が農用地区域であるため、農村産業法の活用も視野に入

れて調整を行った。しかし、用地造成に係る経済性や企業の立地ニーズは斟酌されないため、農用地区域以外

での開発を優先させるという要件を満たせず、計画の見直しをせざるを得ない状況となっている。また、農用地

区域からの除外を行う場合、代替農地の確保を求められるが、市内には既に一団の新たに指定できる農地は

残っていないことも大きな障壁となっている。

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

雇用創出による若者の転出抑制や、還流の促進による農村集落の活性化が期待でき、東京一極集中の是正に

寄与する。 
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根拠法令等 

・地域未来投資促進法第３条第２項第１号へ、第 11 条第３,４項、第 17 条 

・地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針(告示)第１ヘ(２) 

・農村産業法第５条４項第３号、第 13 条 

・農村地域への産業の導入に関する基本方針(告示) １(３) 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

盛岡市、山形市、川崎市、新潟市、大垣市、豊橋市、岡山県、八代市 

 

○国による規制にしばられることなく、地方創生・地方自治の主体性・自主性を尊重すべく、自治体の責任にお

いて、今後、圃場整備の計画がなく農業としての発展が見込めない農振農用地については、地域未来投資促進

法による自治体の基本計画により、農振除外を行い、開発をスムーズに行えるよう変えていく必要がある。但

し、自治体による乱開発や職権乱用を防ぐため自治体の基本計画に対する国の同意は絶対条件とし、計画の

進捗具合と適正な農地の維持管理、計画の成果を国がチェックする仕組みを構築する必要がある。 

○当市は、市街化区域に空き用地が不足していることから、事業拡大に伴う拡張・移転の際に候補地が農用地

区域となってしまうケースが多い。しかし農用地区域からの除外が困難であるため、事業者から当該法律の支

援内容である規制の特例措置を利用したい旨相談受けるが、他市支障事例にもあるように事実上利用できない

ため、事業拡大及び地域経済の発展の支障事例となっている。 

○現在、土地改良事業等完了後８年未経過の農地は、農用地区域内農地からの除外ができず、転用すること

が困難な状況にある。また、農村産業法及び地域未来投資促進法のいずれの法律を活用する場合において

も、土地利用の調整が必要な農地を区域に含むケースでは、区域設定に当たって、農村産業法では実施計画

策定、地域未来投資促進法では基本計画策定の際に、事業者の立地ニーズを踏まえた面積規模とするよう定

められているが、工業団地整備後に公募によって立地事業者を決定する計画の場合には、整備着手前の時点

では事業者の立地ニーズが確定しておらず、両法の仕組みが活用できない。面的、線的整備に関わらず、８年

未経過の受益地に係る「農用地区域内農地」からの除外を可能とする措置を求める。 

○地域未来投資促進法において、農用地区域からの除外や農地転用が可能となる特例措置があるが、農用地

区域について土地利用調整計画を作成する前には、土地利用調整を整えておかなければならない。土地利用

調整においては、農振法第 13 条第２項に規定されている、農用地区域からの除外の５要件とほぼ同様である

ため、農用地区域からの除外が困難であることから、土地利用についての課題となっている。 

○地域未来投資促進法を活用して、高速道路のインターチェンジ周辺のまとまった広さの土地（農振法で規定さ

れている農用地区域）で企業の立地を進めようとしている。しかし、土地利用の調整に関する部分を除いて、地

域経済牽引事業として承認される要件を満たす事業計画を具体化しても、従前どおり、農振除外や農地転用関

係部局との調整等を行う必要があり、相当の期間を要することから、企業の立地ニーズに合わなくなったり、現

基本計画の期限までに地域経済牽引事業の要件（高い付加価値の創出・経済効果）を満たす事業計画とするこ

とができず、企業立地の機会を失うおそれがある。提案団体の求める、基本方針①の取扱いを含め、農用地区

域からの除外における弾力的な運用がなされれば、迅速な対応が可能になると考える。 

○すでに支障事例に記載があることに関連し、当市においても企業進出の際の用地検討で支障となる可能性

が高い。 

○現在、当市では産業等用地が不足しており、将来的に既存工業団地の拡張や企業の増設が見込まれること

から、提案事項に賛同するものです。 

○現在、市内外を問わず、企業から産業団地の空き分譲地に関する問い合わせがあるものの、市内すべての

産業団地で分譲が完了しており、希望に応えることができない状況が続いている。 

また、産業の活性化と魅力ある雇用機会の創出のためには、企業誘致や市内企業の業務拡大による移転拡充

の受け皿として、さらなる用地の確保が必要となっているが、その動きにも支障を来している状況にある。 

そのような中、最近、市内企業からは、今後事業を拡大する上で現在の事業用地では狭く、市内での移転拡張

用地を求めているといった相談が数件寄せられている。しかし、交通アクセス、周辺環境、希望面積等の企業ニ

ーズを勘案すると、立地希望場所が農振農用地区域内農地を含んだ市街化調整区域であり、農振法や農地

法、都市計画法などの規制から、開発の実現が困難となっている。このままの状況では、これまで本市の産業

振興や地域牽引に貢献していた企業が近隣自治体へ流出してしまう事態が懸念される。 

このようなことから、地域未来投資促進法や農村産業法を活用した土地利用調整は、産業用地の確保に有効な

手段と考えられるため、より活用しやすい制度への改正を求めたい。 
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各府省からの第１次回答 

現行では、地域未来投資促進法及び農村産業法の計画に基づき、やむを得ず農用地区域内の農用地に工業

団地等の開発用地を求める場合については、「農用地等及び農用地等とすることが適当な土地に含まれない土

地」（農振法第 10 条第４項、政令第８条第１項第３号）として、農用地区域からの除外が可能となっている。 

また、これらの法律に基づき国が定める基本方針においては、平成 29 年のこれらの法律の一部改正の際の国

会の附帯決議において、「・・・国が定める基本方針において、市街化区域内など農用地区域外での開発を優先

すること・・・を明記すること。」とされたことを踏まえ、その旨明記するとともに、やむを得ない場合には、土地利

用調整区域又は産業導入地区に農地を含めることができることとしている。 

このため、現行制度の下においても、農用地区域外での開発が困難で、やむを得ず農用地区域内に用地を求

めるような工場用地の拡張等では、重点促進区域等に農用地区域内の土地を含めることが可能となっている。 

御提案のような事例が発生していることを踏まえ、農用地区域以外での開発優先の原則にかかわらず、やむを

得ず農地を含める場合の判断基準について、通知により明確化を図るとともに、担当者会議等においてその旨

を周知することとしたい。 

なお、提案書中具体的な支障事例において、「農用地区域からの除外を行う場合、代替農地の確保を求められ

る」との御指摘があるが、農林水産省においては、農用地区域からの除外を行う場合、代替農地の確保を求め

るような指導等は行っていないことから、その旨を担当者会議等で周知することとしたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

地域未来投資促進法は、地域における産業の集積等の地域特性を活かし、経済効果を及ぼす事業を促進する

ことにより、地域の成長発展の基盤強化を図ることを目的としている。また、農村産業法は、農村地域へ導入さ

れる産業に農業従事者が就業することを促進することにより、農業と産業の均衡ある発展を図ることを目的とし

ている。 

いずれも法に基づく事業計画の推進に当たっては、農業との調和が図られるよう、土地利用調整の仕組が整備

されている。 

第一次回答では、土地利用調整について通知により判断基準を明確化することを提示していただいた。 

地域においては、農業や第二次産業、第三次産業の就業人口、生産額、将来的な見込みなど、経済的・社会的

な条件は大きく異なっているのが実情である。 

通知において、やむを得ず農地を含める場合の判断基準を明確化いただくに当たっては、地域によって農業構

造や産業構造が異なることに鑑み、厳格な判断基準を列挙するのではなく、農業振興と産業振興との調和を保

ちつつ、地域の多様な実情を踏まえて、農用地区域からの除外が必要な場合は、都道府県知事の判断により

除外が可能となる内容となるよう配慮いただきたい。 

また、通知発出前に、地方分権改革有識者会議と十分協議を行い、実効性が確保されるようにされたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

【岡山県】 

回答のあった、「農用地区域以外での開発優先の原則にかかわらず、やむを得ず農地を含める場合の判断基

準について通知により明確化を図る。」ことによって、これまでよりも土地利用調整が迅速かつ円滑に進むことを

期待する反面、その“明確化”によって一層厳格な運用となることを危惧する。 

地域が実情に合わせて、守るべき農地は守りつつ、開発適地については地元意向を踏まえ開発を行うことを判

断し、スピード感を持って地域の成長発展の基盤強化を図るためにも、地域未来投資促進法を活用して実施す

る事業計画にやむを得ず農用地を含める場合、基本方針①の取扱いを含め農用地区域からの除外について

は、地域の自主性と自立性に鑑みて、迅速かつ円滑に進むよう、地方公共団体が弾力的に運用できる内容とし

ていただきたい。 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。 

 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

○農林水産省からの第１次回答で回答のあった、やむを得ず農地を含める場合の判断基準を明確化する通知

について、地方公共団体において地域の実情に応じた運用が可能であることを踏まえ、これまで以上に厳格に
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運用せざるを得ないような内容にならないよう配慮していただきたい。 

○当該通知においては、これまで両法律の計画に基づき工業団地等の拡張を行った事例について、その事例

の概要とともに、どのような点が両法律の趣旨に合致しており、どのような点が両法律の基本方針に沿ってお

り、どのような地域の実情を踏まえた上で拡張が可能と判断された事例であるか、その着眼点や判断基準を含

め、通知していただきたい。 

○当該通知においては、個別の基本計画が、両法律に基づく基本方針における「農用地区域外での開発を優

先する」という方針に即する内容となっているかについては、地域にもたらされる経済波及効果や地域全体の農

地の確保状況等を踏まえ、都道府県知事が総合的に判断する事柄であることを明記していただきたい。 

 

各府省からの第２次回答 

地域未来投資促進法及び農村産業法の計画に基づき、やむを得ず農用地区域内の農用地に工業団地等の拡

張用地を求める場合の判断基準について、通知において明確化を図ることとしたい。その際、実態に即した妥当

な運用が図られるよう、地域の特性を活かした産業振興、地域全体の農業振興等の土地利用調整の観点を踏

まえ、都道府県知事が総合的に判断する旨も併せて明記する。 

また、これまで両法により工業団地等の拡張を行った事例について、現地での聞き取り調査等により、両法の趣

旨を踏まえた土地利用調整の観点も含めて、お示しすることとする。 
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